
厚生労働省 

別添１ 

労働基準監督官の仕事 
～想う、守る、創る。働き方の未来。～ 



はじめに 
 全国では、約430万の事業場で約5,200万人が働いています。労働者が安心して働ける職
場環境を実現するためには、労働基準法などで定められた労働条件が確保され、その向上
が図られることが重要です。 
 労働基準監督官は労働基準関係法令に基づいてあらゆる職場に立ち入り、事業主に対し
法に定める基準を遵守させることにより、労働条件の確保・向上、働く人の安全や健康の
図ることを任務とする厚生労働省の専門職員です。 
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都道府県労働局（47か所） 

労働基準監督署（支署も含む）（全国325か所） 

労働基準行政は、以下の体制で実施している。 
本省 

労働基準局 

大臣官房審議官 
（労働条件政策担当） 

安全衛生部 

総務課 

労働条件政策課 

大臣官房審議官 
（労災、賃金担当） 

労災保険業務課 

労災管理課 

労働保険徴収課 

補償課 

労働関係法課 

賃金課 

化学物質対策課 

労働衛生課 

計画課 

安全課 

１ 

 ２ 労働基準監督官の仕事（監督業務）  １ 組織 

監督課 
労働基準監督署 
の組織の例 

副署長 

業務課長 労災課長 安全衛生課長 

署長 

・監督指導 
・申告処理 
・司法警察事務 
・許可、認定事務 
 等 

・庶務 ・災害調査 
・機械、設備の
設置等に関する
届出審査 
・安全衛生指導 
 等 

・労災補償事務 
・労働保険の適
用、徴収 
 等 

主任監督官 

労働局の組織の例 
労働局長 

総務部 雇用環境 
 ・均等部（室） 労働基準部 職業安定部 

監督課 健康安全課 労災補償課 賃金課（室） 



 ２ 労働基準監督官の仕事（監督業務）① 

 
 
 労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反し
ている事実について行政指導を求める申告の受付を行います。 
 
 
 計画的に、あるいは、働く人からの申告などを契機として、
労働基準法などの法律に基づいて、労働基準監督官が事業場
（工場や事務所など）に立ち入り、機械・設備や帳簿などを検
査して関係労働者の労働条件について確認を行います。その結
果、法違反が認められた場合には事業主などに対しその是正を
指導します。また、危険性の高い機械・設備などについては、
その場で使用停止を命ずる行政処分を行います。 
 
  
 度重なる指導にもかかわらず、法違反の是正が行われない場
合など、重大・悪質な事案については、刑事事件として取り調
べなどの任意捜査や、捜索・差押え、逮捕などの強制捜査を行
い、検察庁に送検します。 
 
 

◆相談・申告の受付 

◆監督指導 

◆司法警察事務 
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送 検 指導の終了 

事業場へ訪問 

 ２ 労働基準監督官の仕事（監督業務）② 
【監督指導の一般的な流れ】 

主体的、計画的に
対象事業場を選定 

労働災害
の発生 

法違反が認められな
かった場合 

文書指導 
是正勧告、改善指導、使用停止命令など 

是正・改善が確認された場合 

労働者か 
らの申告 

事業場からの 
是正・改善報告 再度の監督の実施 

事業場への立入調査 
事情聴取、帳簿の確認など 

法違反等が認められた場合 

重大・悪質な 
事案の場合 

３ 



 ３ 労働基準監督官の仕事（安全衛生業務①） 

４ 

  
 
  
 労働安全衛生法などに基づき、働く人の安全と健康を確
保するための措置が講じられるよう事業場への指導などを
行っています。 
 具体的には、クレーンなどの機械の検査や建設工事に関
する計画届の審査を行うほか、事業場に立ち入り、職場で
の健康診断の実施状況や有害な化学物質の取り扱いに関す
る措置（マスクの着用など）の確認などを行っています。 
 また、労働災害が発生した場合には、原因を究明し、再
発防止のための指導を行います。 
 
 

◆工場や建設現場での安全対策推進 
  
 
  
 近年、過重労働によって脳や心臓の疾患を発症する人
や、心の健康問題で不調を訴える人、休職に至る人が増加
傾向にあり、衛生対策の大きな課題となっています、平成
32年までに、「メンタルヘルスの措置を受けられる職場の
割合が100％」という目標が閣議決定されており、法令の
改正などにより、対策を進めています。 
 

◆過重労働や心の健康問題 



 ３ 労働基準監督官の仕事（安全衛生業務②） 
（人） （人） 労働災害発生状況 
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   ４ 労働基準監督官の仕事（その他） 

６ 

◆ 労災補償業務 

 「労災保険（労働者災害補償保険）」とは、仕事
によるものや通勤による負傷（ケガ）・疾病（病
気）・死亡に対して労働者の救済の立場から必要
な保険給付を行う政府所管の保険制度です。 
 

 労災補償業務は、業務上の事由又は通勤による労
働者の負傷・疾病・障害・死亡などに対して必要
な保険給付を行うために、請求された個々の事案
ごとに審査や調査を行い、労災保険適用の有無及
び給付範囲などの判断（認定）を行う業務です。 
 

 労災認定に当たっては、被災者や事業場関係者な
どから聴き取りを行ったり、関係資料の収集や主
治医や専門医から医学的な意見を求めるなど、労
災の認定基準に基づく高度な判断を行うための調
査を行っています。 

 
 各種保険給付のほか、被災者の早期社会復帰の促
進や遺族の援護を図るための各種事業も行ってい
ます。 

◆ 雇用環境・均等業務 

 総合的な行政運営の展開のため、労働局におか
れている「雇用環境・均等部（室）」が「女性
の活躍推進」や「働き方改革」などの企業・経
済団体への働きかけをワンパッケージで効果的
に行っています。 
 

 労働相談の対応の一体的実施・個別の労働紛争
の未然防止と解決の一体的実施のため、企業へ
の指導や解決に向けた取組（調停・あっせんな
ど）を行っています。 
 

 具体的には、「働き方・休み方改善」、「雇用
均等・両立支援」「労働契約法・学生アルバイ
ト対策」「各種助成金の支給」などの業務があ
り、企業や働く方からの相談対応や指導などを
行っています。 
 
 
 
 
 
 

労働基準監督官は以下の業務に就くこともあります。 



５ 労働基準監督行政に関するトピック 
  ①政府方針に基づく労働基準監督署による監督指導の強化 

７ 

  

 
○一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革の方向 
（長時間労働の是正） 
  週49 時間以上働いている労働者の割合は、欧州諸国では１割であるが、我が国では２割となっている。このため、法規
制の執行を強化する。 

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定・抄） 

   
○働き方改革、雇用制度改革 
（長時間労働の是正） 
  労働基準法に基づく労働基準監督署による監督指導を強化する。特に月80時間超の時間外労働が疑われる全ての事業場
を重点監督の対象として、監督指導を徹底する。また、月80時間超の時間外労働を定めた三六協定の届出がなされた場合等
の指導助言を強化する。 
  また、労働基準法の執行を強化する観点から、労働基準法の内容や相談窓口の周知徹底を改めて図るとともに、監督指導
の強化を実効あるものとするため、必要な人員体制の整備を含め、監督指導･捜査体制の強化を行う。 

日本再興戦略2016 （平成28年６月２日閣議決定・抄） 

  
 
○罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正 
（企業本社への監督指導等の強化） 
 過重労働撲滅のための特別チーム（かとく）による重大案件の捜査などを進めるとともに、企業トップの責任と自覚を問う
ため、違法な長時間労働等が複数事業場で認められた企業などには、従来の事業場単位だけではなく、企業本社への立ち入り
調査や、企業幹部に対するパワハラ対策を含めた指導を行い、全社的な改善を求める。また、企業名公表制度について、複数
事業場で月80 時間超の時間外労働違反がある場合などに拡大して強化する。 

働き方改革実行計画（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定・抜粋） 



５ 労働基準監督行政に関するトピック ②監督指導の強化 

月80時間を超える時間外・休日労
働が疑われる事業場などに対する監
督指導の徹底 

◆過重労働事案に対する特別チーム「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）の新設【平成27年４月～）】  
東京労働局・大阪労働局に設置（全国展開する企業を書類送検） 

◆長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導 

８ 



５ 労働基準監督行政に関するトピック 
                 ③労働基準監督官への期待 

平成29年８月 共同通信社配信 平成29年8月4日（金） 
読売新聞（千葉版）朝刊 

６ 
９ 



 ６ 子育て中の監督官からのメッセージ 
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１ 志望動機 
  以前働いていた法律事務所で「残業代が払われない」、「解雇されるのではないか」と不安を抱え 
 ながら働いている方や企業からの相談が、近年増えていることに気付きました。労働紛争にまで発展 
 すると労働者・企業の双方にとって大きな負担です。私は、そのような紛争を目の当たりにして「紛 
 争防止に貢献したい」と考えるようになり、労働基準監督官を志望しました。 
２ 受験対策 
  勉学から離れて久しかったので英語・数的処理・社会など教養科目に不安があり、また、仕事を続 
 けていたので、勉強時間の確保に苦労しました。そこで、時間を有効に使うため、試験の１年くらい 
 前から夜間・休日に予備校に通いました。また、社会科目のＷｅｂ講義を通勤電車の中や仕事の休憩 
 時間、それこそ入浴中にも聞き、集中的に英語・文章理解・数的処理などの過去問を繰り返し解くな 
 どの対策を行い、試験を乗り越えました。 

３ 労働基準監督署での業務 
  困っている労働者や事業主からの相談、抜き打ちでの企業への立入調査、司法警察員としての捜査など、様々 
 な業務を行っていますが、特に労働者が亡くなった事故の調査は強く印象に残っています。生々しい血痕を目に 
 して、二度とこのような悲惨な事故はあってはいけないと、労働基準監督官の仕事の重要さを痛感しました。 
  １年の研修期間を過ぎるとほとんど１人で業務を担当します。時には１人でどう対応すべきか迷うこともあり 
 ますが、上司や先輩が相談すると、解決の方針を示してくれます。日々勉強ですが、女性監督官には結婚・出産 
 後も勤務されている方が多くいますし、労働基準監督官は男性・女性が関係なく取り組める仕事だと感じていま 
 す。 

４ 最後に 
  私には全国の労働基準監督署に約200人の同期がいます。１年目に行われる約３か月間の中央研修で、この同 
 期が一堂に会します。年齢制限一杯で入省した私としては馴染めるか不安でしたが、幅広い年齢層、民間企業経 
 験者など様々な経歴の方がいて新卒・既卒に関係なく親交を深め、たくさんの心強い同期ができました。なお、 
 任官後、一定期間は全国転勤がありますが、労働基準監督官にならなければ一生訪れることがなかったかもしれ 
 ない土地に行けるのも労働基準監督官の魅力の一つです。 

平成27年度任官 筋野 優梨（試験区分：A/既卒）  

 ７ 若手労働基準監督官からのメッセージ① 
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３ 労働基準監督署での業務  
  現在の主な業務は、労働基準監督署の窓口や電話での相談対応、企業への立入調査です。 
  相談対応では、相談者が抱えているトラブルに対して解決方法などを回答します。労働基準 
 法の内容をできるだけわかりやすく説明できるように心がけ、解決に向けたアドバイスを行い、相 
 談者から感謝された時はこの仕事をやっていてよかったと実感します。 
  立入調査は、様々な業種の企業に対して行うため、非常に多岐にわたる機械や薬品などの名称と 
 法令上の規制を覚える必要があり、とても苦労します。しかし、事業主に対して、法律の内容と目 
 的を説明し理解してもらい、そこで働く労働者のために法律に基づいた適切な安全対策などを採っ 
 ていただけることは大きなやりがいにつながります。 
４ 最後に 
 働く人の力になりたいと考えている方にとって、とてもやりがいのある仕事です。そうした熱意の
ある方とぜひ一緒に働きたいと思います。 

１ 志望動機 
  私は大学を卒業後、民間企業に就職しました。忙しい時期には早朝から深夜まで働くこともあり、私も含めて上司 
 や同僚が健康を犠牲にしながら懸命に働く姿を目の当たりにして、「人間らしく働くこと」について考えさせられま 
 した。 
  こうした状況の中で、労働時間や賃金の支払い、労働者の健康管理などに興味を持ち、労働に関わる仕事に携わり 
 たいと考えたことが、きっかけです。 
２ 受験対策 
  働きながらの受験であったため、平日は１時間程度しか勉強時間を確保することができなかったので、休日に知識 
 習得（インプット）と問題演習（アウトプット）をまとめて行い、平日は「休日に勉強したことを忘れないように復 
 習するだけ」と割り切っていました。 
  資格予備校には通学しませんでしたが、労働基準監督官試験特有の労働法や労働事情、記述試験は市販の参考書が 
 少なく、独学での対策が困難であったため、予備校のＷｅｂ講座を受講しました。また、予備校の模擬試験を積極的 
 に受験するようにし、複数の予備校の模擬試験を全部で10回ほど受験しました。今振り返ると、複数の模擬試験を 
 受験したことが合格の最も大きな要因だったと思います。複数の模擬試験で重複して出題される重要な問題を知るこ 
 とで勉強のポイントを絞ることができ、さらに、試験結果で自分の苦手分野などを知ることでその後の勉強時間の配
分を見直すことができました。 

  ７ 若手労働基準監督官からのメッセージ② 
平成27年度任官 渡邊 敏秀（試験区分：B/既卒）  
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１ 志望動機 
  私が大学生だった頃、同級生が仕事中の労災事故で、亡くなるという不幸な出来事がありました。その時、亡く 
 なった同級生の家族や友人の姿を見て、このような事故は起きてはならないと思いました。その後、労働基準監督 
 官という仕事を知り、安心・安全な職場環境を実現するために働くということに魅力を感じ、志望しました。 
２ 受験対策 
  教養試験の範囲は幅広いため、全範囲を万遍なく勉強するのではなく、科目を絞って重点的に勉強しました。専 
 門試験は、高校や大学の授業で学んだ知識で十分に解ける内容なので、高校生の時に使用していた問題集を反復演 
 習しました。勉強していると不安になり、多くの問題集に手を出しがちになりますが、１冊の問題集を完璧にこな 
 した方が、実力も自信も身に付くと思います。 

４ 最後に 
  Ｂ区分（理工系）で受験される予定の方の多くは、法律を学ぶ機会があまりなかったと 
 思います。私自身も、法律を学んだ経験がなかったため、法律を取り扱う仕事ができるの 
 か不安な気持ちがありました。労働基準法や労働安全衛生法など、覚えなければならない 
 ことはたくさんありますが、実際に任官すると、３か月間の中央研修があり、労働基準法 
 や労働安全衛生法を一から学ぶことができたため、不安は解消しました。 
  一方で、理系出身の労働基準監督官ならではの知識を生かせる分野の仕事もあります。 
 現在、私が担当している案件では、化学物質による労働災害について、発生原因の調査と 
 再発防止対策を検討しています。 

  ７ 若手労働基準監督官からのメッセージ③ 
平成27年度任官 松浦 実里（試験区分：B/新卒）  
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３ 労働基準監督署での業務 
  現在、電話や窓口で賃金未払や解雇などの相談対応や企業への立入調査などの業務を行っ 
 ています。１年目は先輩監督官に同行させてもらっていましたが、２年目からは１人で立  
 入調査をするようになりました。法律を守る意識の低い事業主に対して指導内容や労働基準 
 法などの趣旨を分かりやすく説明できず、円滑な指導ができなかったなどの苦労があります 
 が、すべて１人で抱え込む必要はなく、困ったときには、気軽に先輩に相談したり、上司の 
 指導を仰いだりしながら、日々の業務を行っています。 



１ 志望動機 
  私は、他の国家公務員から転職しました。前の職場には４年間在籍し、そこで色々な仕事を経験させていただ 
 くうちに、私には労働基準監督官の方が向いていると思うようになり、思い切って転職しました。 
２ 受験対策 
  私が受けた試験はＡ区分（法文系）です。受験の時に心がけていたことは、働きながらとはいえ毎日勉強する 
 こと、繰り返し同じ過去問題集を解くこと、苦手科目はできるだけ作らないこと、直前期は労働事情をはじめ時 
 事対策に力を入れること、です。特に労働事情対策は独力では不安だったので、予備校の対策講座を利用しまし 
 た。 
  また、面接試験の前には、筆記試験が終わり、多少時間の余裕があったので、労働基準監督官を題材にした書 
 籍を読んでイメージを膨らませたり、面接の想定問答を作って受け答えの練習を繰り返し行いました。 

３ 労働基準監督署での業務  
  １年目で初めて１人で任された仕事は、最低賃金減額特例許可、というものでした。これ 
 は簡単に言えば、事業主の申請に基づき、特定の労働者について、最低賃金額を下回る賃金 
 額での支払いを行政として許可すべきか否かを調査し、決定する業務です。時間額に換算し 
 て数十円ないし数円の違いだとしても、労働者にとって、あるいは賃金を負担する事業主に 
 とって、決して小さい問題ではありません。許可するか、不許可にするか、判断するにあ 
 たって調査を尽くしたと言えるのか、などとずいぶん悩みましたが、上司をはじめとした先 
 輩方に多くの助言を頂き、なんとかやり遂げることができました。この他にも、企業への立 
 入調査や司法警察業務（時には逮捕もします。）など、様々な業務を１年目から経験させて 
 いただきました。 
４ 最後に 
  労働基準監督官の仕事においては、企業に対して労働基準法などに基づき的確な指導を行 
 う必要があります。私の判断が労使双方に少なからず影響を与えるので、責任は重大であ
り、 
 プレッシャーを感じます。その一方で、一つ仕事をやり遂げた後には充実感があり、成長し 
 たという実感を得ることができます。労働基準監督官の仕事は決して楽ではありませんが、 
 その分得るものも多い仕事です。 

  ７ 若手労働基準監督官からのメッセージ④ 
平成27年度任官 加藤 健太（試験区分B/既卒）  
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Q１ 休暇について教えてください。 
   年次休暇については、４月に入省した場合、４～12月までの間に15日間の取得が可能です（使用しなかった分は、翌年に繰り越され 
  ます。）。翌年からは、毎年１月に20日分の年次休暇が付与され、前年に使用しなかった休暇を取得することができます。 
   また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児休業制度等があり、取得促進を図っています。 

休暇 年次休暇、夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇、産前産後休暇などがあります。 

 
 
 
 

異動 

 
 
 
 
 
 

 
Q１ 職歴がある場合の初任給を教えてください。 
   採用前に職歴などがある場合には、一定の計算に基づきその期間を経験年数として換算し、それに応じてさらに上位の号俸に格付け 
  されることがあります。   
Q２ 手当の種類について教えてください。 
   東京、大阪、名古屋などの主要都市に勤務する場合には、地域手当が支給されることとなります（※１）。このほか、超過勤務手当、 
  通勤手当、扶養手当、特殊勤務手当、期末・勤勉手当などが支給されます。 
  （※１）最高で棒給月額の20％（東京都区内勤務者【平成28年４月１日】）の地域手当が支給されます。 
  （※２）「一般職の職員の給与に関する法律」が改正された場合は、上記給与額に変更が生ずることがあります。 

給与   新卒の初任給（平成28年度実績）大学卒業｜１級26号俸（179,900円） 

 採用後は、主に採用された労働局管内の労働基準監督署で勤務しますが、原則として、採用後の３年目からの２年間、１３年目から
の２年間（※）については、採用された労働局とは別の労働局で勤務します。 
※ １３年目からの他局勤務について、結婚、出産、育児、介護等の事情がある場合には、他局勤務の時期を１３年目よりも早い時期 
   又は遅い時期に変更することも可能です。 

  ８ 採用後の処遇・福利厚生について 
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 労働基準監督官は、採用後１年間、監督関係業務に係る基礎的研修及び実地訓練を受けます。この間に
労働大学校で実施される中央研修（前期及び後期）を約３か月間にわたり受講することになります。ま
た、採用時の研修のほか、その後定期的に又は昇進時において中央研修が実施されます（安全衛生業務基
礎研修、専門研修、署長研修等）。 

  ９ 研修制度について 

◆ 採用後１年間のスケジュール例 

①実地研修
(前期) 

監督署（局）
で1.5か月 

②中央研修
(前期) 

研修所で 
1.5か月 

③実地研修
(後期) 

監督署（局）
で2.0か月 

④中央研修
(後期) 

研修所で 
1.5か月 

⑤実地訓練 
⑤実地訓練 
⑤実地訓練 

監督署で 
5.5か月 

４月～５月中旬 ５月中旬～６月 ７月～８月 ９月～10月中旬 10月中旬～３月 

①実地研修
（前期） 

○労働基準行政の概要、監督業務、安全衛生業務、労災補償業務 
○監督署業務の実務補助、工場見学など 

②中央研修 
(前期) 

主なカリキュラ
ム 

 
●一般法学 
●労働基準関係法令 
●監督業務 
●安全衛生業務 
●その他 

 
15時間 
74時間 
37時間 
65時間 
20時間 

 
計211時間 

 
●民法、刑法、行政法 
●労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など 

●労働基準行政と監督制度、各分野の労働条件確保改善対策 など 

●産業安全・労働衛生の基礎知識、様々な機械の安全対策 など 

●行政史、組織、労働経済、システムなど 
 

③実地研修
（後期） 

○相談、各種届出等の対応 
○監督署業務、安全衛生業務、司法警察事務等の実施要領 など 

④中央研修 
（後期） 
主なカリキュ

ラム 

 
●一般法学 
●監督業務 
●安全衛生業務 
●司法警察事務 
●その他 

 
28時間 
74時間 
49時間 
49時間 
6時間 

 
計206時間 

 
●刑法、刑事訴訟法 
●監督指導実務、未払賃金立替払実務 など 

●災害調査実務、様々な化学物質の安全衛生対策 など 

●司法警察事務の基礎知識、実況見分実務、取調実務など 

●企業会計、集団討議 
 

⑤実地訓練 ○各業種・分野の労働条件・安全衛生対策の実務経験を積むこと 
 による法令・通達の知識、手法の取得 など 
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  10 【参考】平成29年度労働基準監督官採用試験要綱 

⑤実地訓練 

◆受験資格 

◆試験から採用までのフロー 

インターネット試験申込受付 
（３月31日～４月12日） 

第１次試験（筆記試験） 
（６月11日） 

第２次試験（人物試験・身体検査） 
（７月12～14日（※）） 

最終合格者発表 
（８月23日） 

第１次試験合格発表 
（７月４日） 

（※）第１次試験合格通知書で指定しているいずれかの日時 

◆採用予定者数 
 労働基準監督Ａ 約185名         労働基準監督Ｂ 約45名     

➀ 昭和62年４月２日～平成８年４月１日生まれの者 
② 平成８年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの   
 ア 大学を卒業した者及び平成30年３月までに大学を卒業する見込みの者 
 イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者 
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平成30年度採用試験から変わります！
※ 最終合格発表後に、採用を希望する労働局での採用 
 面接が必要となります（詳細はＰ18） 



翌年４月１日 

１０月１日 

【第１次試験地】 ※ 全国１９都市 
 札幌市、盛岡市、仙台市、秋田市、さいたま市、東京都、新潟市、名古屋市、金沢市、京都市、大阪市、 
 松江市、広島市、高松市、松山市、福岡市、熊本市、鹿児島市、那覇市 

【第２次試験地】 ※ 全国１２都市 
 札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、名古屋市、京都市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市 

最終合格発表、採用面接 

第２次試験（人物試験） 

第１次試験（記述試験） 

８月下旬頃 

７月上旬頃 

６月上旬頃 

 ◆ 第２次試験終了時に、採用を希望する都道府県労働局（第１希望）での採用面接の申込を行います。 

採用内定 

 ◆ 採用面接は４７都道府県労働局で実施し、まずは、第２次試験時に申込を行った第１希望の労働局で 
   採用面接を受けます。 
 ◆ 第１希望の労働局で採用に至らなかった場合は、第２希望以下の労働局で順次採用面接を受けること 
   になります。（各労働局の採用状況の周知は、厚生労働省労働基準局で行います。） 

採用 

 ※ 各労働局の定員事情によっては、 
   試験実施の年度中（10/1付け、翌年  
   1/1付けなど）に採用されることも 
   あります。 

   11 平成30年度採用試験～採用までのスケジュールについて 
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   12 採用後の異動・キャリアパスについて 

 ◆ 採用後は、主に採用された労働局管内の労働基準監督署で勤務します。 
 ◆ 採用後の３年目からの２年間、１３年目からの２年間（※）については、採用された労働局 
   とは別の労働局で勤務します。 
 

   ※ １３年目からの他局勤務について、結婚、出産、育児、介護等の事情がある場合には、他局勤務の時期を 
     １３年目よりも早い時期又は遅い時期に変更することも可能です。 
 

 ◆ 採用後の４年間は全員が監督業務に従事し、採用後５年目以降は、監督業務を中心とする 
   キャリアパスと、安全衛生業務を中心とするキャリアパスがあります。 
 

   ※ 監督業務を中心とするキャリアパスでは、総合性を高めるため、採用後１５年目までに、安全衛生業務と 
     労災補償業務に各１年以上従事することとなります。 
   ※ どちらのキャリアパスでも、将来的な昇進等に差はありません。 

採用労働局 他の労働局 採用労働局 他の労働局 採用労働局 

採用 ３年目 ５年目 １３年目 １５年目～ 

監督業務に従事 

監督業務中心 （※１５年目までに安全衛生業務、労災補償業務に各１年以上従事） 

安全衛生業務中心 
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